
第２期ふじさんっこ応援プランの中間見直しについて

（こども未来局こども未来課）

１ 概要

「第２期ふじさんっこ応援プラン」は、令和４年度に中間年を迎えることから、子ども・子育て支

援法における国の基本指針に規定される市町村の支給認定の状況を踏まえた市町村子ども・子育て支

援事業計画の見直しに伴い、県においてもプランの見直しを行う。

※「ふじさんっこ応援プラン」計画概要

２ 根拠

子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検及び評価（国基本指針 第三－六－３）

３ 見直しの考え方と見直しを行う項目等

現状におけるプランの進捗状況や課題の確認に基づき（別紙のとおり）、プランの骨格である背景や

考え方は維持しつつ、「市町計画と現状との乖離点検に基づく計画見直し状況の反映」に合わせ、施策

の推進について、「県事業の目標等の見直し（新・ビジョン「後期アクションプラン」との整合等）」を行う。

趣旨
「子育ては尊い仕事」を基本理念とし、未来を担う子どもたちと、その子どもたちを健や

かに育てようとするすべての人を社会全体で支援する。

性格
・静岡県次世代育成支援対策行動計画 ・静岡県子ども・子育て支援事業支援計画

・静岡県子どもの貧困対策計画 ・静岡県の新ビジョンの分野別計画

期間 令和２年度から令和６年度までの５年間

法の施行後、支給認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、二の２の（一）又は四の

２の（一）により定めた当該認定区分に係る量の見込みと大きく乖離している場合には、適切な基

盤整備を行うため、計画の見直しが必要となる。このため、市町村は、支給認定の状況を踏まえ、

計画期間の中間年を目安として、必要な場合には、市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しを

行うこと。

項 目 記載ページ 見直しの理由 見直しの内容

①
幼児教育・保育の量の見込み

と提供体制の確保方策等
p.59-69

「実績値(R3.4.1 時点）」と

「量の見込み」に大きな

乖離がある場合は原則

見直し（国方針）

市町見直し需給計画の数

値積み上げを反映
②
放課後児童クラブの量の見込

みと提供体制の確保方策
p.71-72

③
特定教育・保育及び特定地域

型保育の必要見込み従事者数
p.70 確保方策の見直し状況

市町見直しに基づく再算

定

④ 指標
p.8-57

p.73-76

後期アクションプラン

との整合

指標の見直し・数値の置

き換え

⑤ 現状と課題・具体的な取組 p.8-57
社会情勢に配慮した取

組内容の追加等

DX の推進やコロナの影

響等を配慮した文言追加

資料４



４ スケジュール（予定）

段階 日 程 会 議 内容

調整 ７月～８月 市町ヒアリング ・見直し有無の確認と状況ヒアリング

考え方
９月１日 ふじさんっこ応援推進本部幹事会

・見直しの考え方の確認
９月８日 子ども・子育て支援部会

素案 12月 子ども・子育て支援部会 ・中間見直し（素案）の意見聴取

案
令和５年

１～２月

ふじさんっこ応援推進本部幹事会
・中間見直し（案）の審議

子ども・子育て支援部会

決定 ２月 ふじさんっこ応援推進本部 ・中間見直しの決定

公表 ３月 － ・中間見直しプランの公表


